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抄録
2022年 6 月 7 日に閣議決定された「経済財政運営と改革の基本方針」においては，「大麻に関する
制度を見直し，大麻由来医薬品の利用等に向けた必要な環境整備を進める」との記述が含まれており，
今後確実に我が国でも大麻草由来成分の医薬品利用に向けた規制整備が進んでいくとみられる状況に
ある．広義の医療大麻は，カンナビノイド医薬品（大麻由来医薬品），ヘンプ由来カンナビジオール
（cannabidiol：CBD）製品，大麻草由来製品（狭義の医療大麻）の 3 つに大別されるが，我が国で目
下検討されているのは，医療ニーズを踏まえたカンナビノイド医薬品の輸入・製造・施用を可能にす
ることなどである．狭義の医療大麻は，諸外国でカンナビノイド医薬品の代替などに使用されている
が，精神依存などをもたらすΔ9-テトラヒドロカンナビノール（tetrahydrocannabinol：THC）を含み
健康影響も大きいため，依存・乱用のおそれの低いCBDとは区別して議論されるべきである．
近年の我が国における大麻乱用の背景には，大麻の有害性・危険性を軽視している若年者が多いこ
とが指摘されており，カンナビノイド医薬品やCBD製品の普及にあたっては，「大麻を使用してよい」
という大麻乱用に繋がるような誤った認識が広がらないよう留意する必要がある．保健医療の現場や
地域における専門家である保健医療従事者も，大麻の健康影響を否定したり，有用性のみを強調する
言説を肯定・拡散したりしてしまうことのないよう努めるべきであるが，大麻草由来成分に関しては
2018年頃から大きく情勢の変化が生じており，大半の者は教育課程などにおいて適切なインプットの
機会を得られていない．そのため保健医療従事者が情勢認識をアップデートすることのできる機会や
教育・啓発コンテンツなどの充実などが必要であると考えられた．

キーワード：大麻，CBD，カンナビジオール，Δ9-THC，医療大麻

Abstract
The “Basic Policy on Economic and Fiscal Management and Reform” approved by the Cabinet on June 

7, 2022 includes the statement, “We will review cannabis-related programs and establish the environment 
needed for the use of cannabis-derived drugs,” and it is expected that regulatory development for the use of 
cannabis-derived ingredients in medicines will certainly progress in Japan in the future. Medical cannabis in 
the broad sense can be divided into three main categories: cannabinoid medicines, hemp-derived cannabidi-
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I．はじめに

近年，我が国では若年者を中心とした大麻の乱用が問
題となっており，2021年には大麻事犯の検挙人員が過去
最多を更新したことが公表されている[1]．こうした乱
用の一因として，大麻の有害性・危険性についての認識
が低いことが挙げられており，警察庁が2020年に大麻取
締法違反（単純所持）で検挙された者を対象に行った調
査では，覚醒剤の危険性・有害性について「全くない」
と答えた者が1.5％，「あまりない」が5.2％であったのに
対し，大麻の危険性・有害性については「全くない」が
36.6％，「あまりない」が41.6％であったと報告されてい
る[2]．また，同調査では，2017年に行われた調査時より
も，大麻の危険性・有害性を無いと答える者の割合が増
えていることや，大麻の危険性・有害性を軽視する情報
を得た情報源として「友人・知人」が42.6％，「インター
ネット」が39.0％であったと報告されている[2]．これら
の結果から，若い世代などで，周囲の人々やインターネッ
トの情報を元に，大麻の有害性・危険性を軽視して手を
出している者が増えていることがわかる．
一方，2022年 6 月 7 日に閣議決定された「経済財政運

営と改革の基本方針」（通称：骨太の方針）においては，
「大麻に関する制度を見直し，大麻由来医薬品の利用等
に向けた必要な環境整備を進める」との記述が含まれ
ている[3]．骨太の方針は我が国の行政において極めて
重要な政策方針であり[4] ，今後確実に大麻草由来成分
の医薬品利用に向けた規制整備が進んでいくとみられる
が，冒頭紹介したようなネガティブイメージもある中
で，こうした動向について正確に理解できていない者は
保健医療従事者も含めて多いとみられる．しかし，上述
のように若年者を中心に大麻の有害性・危険性を軽視し
た乱用が増えている現在，専門家である保健医療従事者

が正確な情報を把握・発信していくことは極めて重要で
ある．本稿では大麻草・大麻草由来成分に関する動向や
周辺情報を整理しつつ，カンナビジオール（cannabidiol： 
CBD）に焦点をあてて今後の適正な普及に向けての課
題について議論する．

II．大麻草・大麻草由来成分の概要

 1 ．大麻草・大麻草由来成分の分類
大麻草・大麻草由来成分の概要について簡単に整理す
る．大麻草はCannabis sativa L.と呼ばれる植物で，我が
国の大麻取締法（昭和23年法律第124号）では大麻を「大
麻草（カンナビス・サテバ・エル）及びその製品をい
う．ただし，大麻草の成熟した茎及びその製品（樹脂を
除く．）並びに大麻草の種子及びその製品を除く」と定
義しているため，大麻草由来の製品も広く大麻と呼称さ
れている[5]．大麻草には500種類以上の化学物質が含ま
れているが，大麻草に特有に含まれる物質群は「カンナ
ビノイド」と総称されており，それらのうち主要なもの
として，Δ9-テトラヒドロカンナビノール（tetrahydro-
cannabinol：THC）とCBDの 2 つがある．特に，前者の
Δ9-THCが幻覚などの人の精神に影響を及ぼす作用や依
存性を有しており，Δ9-THC含有量の少ない生理種の大
麻草は「ヘンプ」，Δ9-THC含有量の多い生理種の大麻
草やその製品は「マリファナ」などと呼ばれるなどして
区別されている[6]．一方のCBDは，世界保健機関（World 
Health Organization： WHO）の依存性薬物専門家委員
会（Expert Committee on Drug Dependance：ECDD）が
2018年に出した報告書で，幻覚作用を有さず，依存・乱
用に関する報告はないとされており[7]，比較的安全な
物質として近年その利用に注目が集まっている．

ol (CBD) products, and cannabis-derived products (medical cannabis in the narrow sense). What is current-
ly under consideration in Japan is the lifting of the ban on the import, manufacture and use of cannabinoid 
medicines based on medical needs. Medical cannabis in the narrow sense is used in other countries as a 
substitute for cannabinoid medicines, but it contains Δ9-tetrahydrocannabinol (THC), which causes psychi-
atric dependence and has significant health effects. Therefore, it should be discussed separately from CBD, 
which has a low risk of dependence and abuse.

It has been pointed out that the background of recent cannabis abuse in Japan is that many young people 
disregard the harmfulness and danger of cannabis, and in promoting cannabinoid medicines and CBD prod-
ucts, care should be taken to avoid the spread of a false perception that cannabis is safe, which could lead 
to cannabis abuse. Health professionals should also strive to avoid affirming or spreading discourses that 
emphasize only the usefulness of cannabis. However, the situation regarding cannabis-derived ingredients 
has changed significantly since around 2018, and many health professionals have not had the opportunity 
to receive appropriate input in curricula. Therefore, it is necessary to provide opportunities for healthcare 
professionals to update their awareness of the situation and to enhance educational and awareness-raising 
content.

keywords: cannabis, CBD, cannabidiol, Δ9-THC, Medical cannabis
(accepted for publication, December 5, 2022)
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 2 ．大麻草・大麻草由来成分の健康影響と医療への応用
大麻草の使用による健康影響は，主にΔ9-THCによる

影響が大きく，急性のものとしては自動車運転や機械操
作などに支障をきたす程度の認知・行動への障害などが
報告されており[8] ，慢性のものとしては，精神・身体
依存の形成，呼吸機能低下，心血管疾患，心理社会的発
達や精神衛生への悪影響，認知機能障害の残存などが報
告されている[9]．
一方で，大麻草・大麻草由来成分には様々な作用が

あることから，Δ9-THCとCBDを中心に医療への応用に
ついて数多くの研究が行われ，実用化もされている[10]．
こうした大麻草・大麻草由来成分の医療への応用につい
ては，広く「医療大麻」などと称されているが，この語
は広義では，大麻草・大麻草由来成分の医療に関する応
用の全てを指し，狭義では，Δ9-THCを含む大麻草由来
製品の医療への応用のみを指しているとされる[11]．こ
れらの分類や詳細については，令和 2 年度厚生労働科学
特別研究事業「難治性てんかんにおけるカンナビノイド
（大麻由来成分）由来医薬品の治験に向けた課題把握お
よび今後の方策に向けた研究報告書」『諸外国における
医療大麻の分類と法規制の枠組みに関する研究』に詳し
いため[11]，これを参考に整理する（表 1 ）．
広義の医療大麻は，カンナビノイド医薬品，ヘンプ由
来CBD製品，大麻草由来製品の 3 つに大別される．この
うち，カンナビノイド医薬品については，化学合成され
たTHCやTHC誘導体を主成分とする合成カンナビノイ
ド製剤と，天然の大麻草から抽出されたΔ9-THC・CBD
を主成分とする天然大麻由来製剤に分けることができ
る．前者のうちMarinol®（マリノール．一般名ドロナビ
ノール）は，化学合成されたTHCを主成分とするカプ
セル製剤で，抗がん剤治療に伴う難治性の嘔気・嘔吐
に対し1985年にアメリカ食品医薬品局（Food and Drug 
Administration：FDA）で承認され，1992年には後天性免
疫不全症候群（acquired immunodeficiency syndrome：
AIDS）患者における体重減少を伴う食欲低下にも適応

が拡大されている．同じく，ドロナビノールを主成分と
する液剤であるSyndros®（シンドロス）も2016年にFDA
の承認を得ている．また，Cesamet®（セサメット．一
般名ナビロン）は，化学合成されたTHC誘導体を主成
分とするカプセル製剤で，こちらも抗がん剤治療に伴う
難治性の嘔気・嘔吐に対し1985年にFDAの承認を受けて
いる．また，別の製薬会社から発売されたナビロンを主
成分とするCanemes®（カネメス）も抗がん剤治療に伴
う難治性の嘔気・嘔吐に対し欧州の一部の国で承認さ
れている[12]．天然大麻由来製剤では，大麻草由来のΔ
9-THCとCBDを1：1の割合で含有するスプレー経口製剤
であるSativex®（サティベックス．一般名ナビキシモル
ス）があり，2005年に多発性硬化症における神経障害性
疼痛や痙縮などの緩和などを適応にカナダで承認を受け
ている[13]．なお，サティベックスは天然の大麻草由来
でΔ9-THC を含む製剤ではあるが，市販後大規模調査
において，明らかな濫用性，依存性がないことが報告さ
れている．また，Epidiolex®（エピディオレックス，一
般名カンナビジオール）は大麻草由来のCBD液剤であり，
2018年にDravet症候群およびLennox-Gastaut症候群にお
けるてんかん発作の抑制を適応としてFDAの承認を受け
ている．
次に，ヘンプ由来CBD製品とは，Δ9-THC含有量の少

ない大麻草から抽出したCBDを主成分とする製品を指
し，オイルや食品などのサプリメント的用途のものから，
シャンプー，化粧品など幅広い形で流通している．本稿
では薬理学的な背景説明などは省略するが，CBDの低
容量での使用においては，主に不安・不眠の改善，スト
レスの軽減などを期待して使用されており，実際に一定
数のユーザーが改善を感じていると報告されている[14]．
しかし，市販のヘンプ由来CBD製品の中には，微量の
Δ9-THCが検出されるなどして回収されているものもあ
るため，注意が必要である[5]．
最後に，大麻草由来製品であるが，マリファナと呼ば
れるような，Δ9-THCの含有量がヘンプの基準を超える

表 1　広義の医療大麻の分類
（Legend:文献[11-15]を基に著者作成）

カンナビノイド医薬品
（処方箋医薬品）

合成カンナビノイド製剤 マリノール・シンドロス（一般名ドロナビノール）：化学合成されたTHCが主
成分．適応は抗がん剤使用患者における制吐，AIDS患者における食欲増進など．
セサメット・カネメス（一般名ナビロン）：化学合成されたTHC誘導体が主成
分．適応は抗がん剤使用患者における制吐など．

天然大麻由来製剤 サティベックス（一般名ナビキシモルス）：大麻草由来のΔ9-THC・CBDを 1：1
の割合で含有．適応は多発性硬化症に対する疼痛・痙縮の緩和など．
エピディオレックス（一般名カンナビジオール）：大麻草由来のCBDが主成分．
適応はDravet 症候群および Lennox-Gastaut 症候群におけるてんかん発作の抑制
など．

ヘンプ由来CBD製品
（サプリメントや食品などの扱い）

Δ9-THC含有量の極めて少ない大麻草から抽出した低容量のCBDを用いたオイ
ルなどの製品．健常者における不安・不眠の改善，ストレスの軽減など．

大麻草由来製品
（狭義の医療大麻）

Δ9-THCを含む大麻草（マリファナ）を乾燥させたハーブ製剤などの製品を医
療目的で用いるもの．適応は慢性疼痛の緩和，多発性硬化症の症状緩和，抗が
ん剤使用患者の制吐など．
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大麻草から作られた製品を指しており，これらの医療へ
の利用が狭義の医療大麻にあたる．一部の国・地域で医
療用に使う場合の制度が構築されているが，Δ9-THCを
含まないヘンプ由来CBD製品と異なり，大麻草由来製
品はΔ9-THCを含んでいることから，その流通や管理は
厳しく，患者登録が必須となっている場合もある．剤形・
使用方法については国や地域によって異なり，大麻草を
そのまま乾燥させた大麻草花穂（ハーブ製剤）を喫煙す
るものや，濃縮オイル製剤，液剤やクリーム，バームなど，
様々な形で流通している．大麻草由来製品に期待される
効能としては，合成THC製剤などと同様に抗がん剤治
療患者における副作用緩和や多発性硬化症患者の症状緩
和などがあり，米国での患者登録状況を調査した研究で
は，2017年の時点で，慢性疼痛，多発性硬化症の症状緩和，
抗がん剤使用患者の副作用緩和の順で用いられていたと
されている[15]．

 3 ．大麻草・大麻草由来成分に関する規制
大麻は，1961年に採択された国際条約である「麻薬
に関する単一条約」において世界的に規制されている．
2020年の国連麻薬委員会の会合において，同条約におけ
る大麻の位置付けをヘロインなどと同じ「Ⅳ（特に危険
で医療用途がない物質）」から外すことが可決されてい
るが，依然としてモルヒネなどと同じ「Ⅰ（乱用のおそ
れがあり，悪影響を及ぼす物質）」という規制カテゴリー
に位置付けられている[5]．これは，大麻草・大麻草由
来成分について，医療上の有用性が認められてきたこと
を反映した変化ではあるが，急性・慢性の健康影響が否
定されたわけではなく，依然として世界中の大半の国・
地域で嗜好用などの目的での大麻使用が認められてい
ない状況に変化はない．なお，2022年 7 月時点において，
カナダ，ウルグアイ，アメリカの一部の州で，医療以外
の目的での大麻の使用が合法化されているが，こうした
合法化は麻薬に関する単一条約に違反するものとして国
際麻薬統制委員会などから懸念を表明されている[16]．
広義の医療大麻については，国・地域によって規制の

差異が大きくなっているが，諸外国と比べて日本は厳し
い部類であるとみられる．例えば，カンナビノイド医薬
品についてみると，本稿を執筆している2022年 9 月時点
において国内で承認されているものはないが，いずれも
承認されていない国は，G7（カナダ，フランス，ドイ
ツ，イタリア，日本，英国，アメリカ）の中では日本の
みである[17]．また，狭義の医療大麻，大麻草由来製品
の医療目的での使用についても，G7の中で違法とされ
ているのは日本とアメリカの一部の州（国としては違法
だが，半数以上の州では合法となっている）のみである
[17]．健康影響が比較的少ないカンナビノイド医薬品の
流通が進む中で，狭義の医療大麻も用いられている背景
としては，例えばアメリカではカンナビノイド医薬品よ
りも狭義の医療大麻がはるかに安価であることなどがあ
り[18] ，各国の医療制度なども規制の強弱に影響してい

ると考えられる．一方で，ヘンプ由来CBD製品につい
ては，CBD自体に依存・乱用のおそれがほとんどない
ことから，その流通について日本を含め多くの国で認め
られており，各国における差異は主に原料となるヘンプ
におけるΔ9-THC濃度をどこまで許容するかという点な
どである[11]．しかし，ヘンプ由来CBD製品については，
製造過程やラベル表示の正確性についての規制当局の監
視が弱いことから，市販品の調査において，表示よりも
CBD含有量が過小ないし過大である製品や，有害とな
りうる量のΔ9-THCが検出されるケースなどが報告され
ている[19]．

III ．我が国における大麻草由来の成分を用い
た製品の適正な普及に向けた課題

ここまで，大麻草・大麻草由来成分の分類や周辺情報
について整理した．大麻草自体は古くから存在するもの
であるが，CBDの安全性についてのWHOの報告書が出
された2018年には，エピディオレックスの承認など大き
な情勢の変化があり，近年，国際的な関心が高まってい
る．我が国では，カンナビイド医薬品が全て認められて
いないなど，長らく関連規制が最も厳しい国の一つで
あったが，冒頭紹介したように，骨太の方針に大麻由来
医薬品についての記載が入り，政策的な転換点を迎えよ
うとしている．
目下，厚生労働省を中心に法改正などの検討が行われ
ているところであるが，広義の医療大麻に関する論点と
しては，医療ニーズを踏まえたカンナビノイド医薬品の
輸入・製造・施用を可能にすることなどについて議論
が行われていた[5]．カンナビノイド医薬品については，
具体的な例として，国内で治験も行われるエピディオ
レックスの名前のみ上げられていることから[5] ，臨床
現場への導入可能性が最も高いとみられる．エピディオ
レックスは，カンナビノイド医薬品の中でも天然大麻由
来製剤ではあるが，CBDのみを主成分とするものであ
るため，関係者の理解を得やすいと考えられる．後者の
CBD製品については，既に国内でも流通・使用は認めら
れているが，微量のΔ9-THCが検出されるなどして2022
年 7 月現在で15製品が回収されていることなどを踏まえ，
安全の確保や健全な市場育成の推進などを焦点に議論が
行われていた[5]．こちらも，消費者が安心してCBD製
品を利用できるようになるために必要な対応であり，大
きな異論も出にくいものとみられる．
なお，今般の政府内の議論では，狭義の医療大麻，す
なわちΔ9-THCを含む大麻草由来製品の医療応用につい
ては対象とはなっていない．狭義の医療大麻の解禁に関
しては，2016年の参議院選挙において争点とする候補者
が出ていたり，関連して国会議員による質問主意書が
あったりと[20,21]，国内でも一定の関心を集めてきた政
策的論点であるが，それらの議論の多くは狭義の医療大
麻のポジティブな側面のみ強調しているように見受けら
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れる．上述のように狭義の医療大麻については，医学的
な有用性が一定程度認められ，少なくない国・地域で使
用されているところではあるが，そうした背景には高額
な医薬品の代替として使用されているなどの事情もある
ため，医療制度が異なる我が国では独自の視点で議論す
る必要がある．また，狭義の医療大麻が認められている
場合でも，アメリカの一部の州で有効性に関するエビデ
ンスが十分に蓄積されていない疾患の患者に対して使用
されている例や[15] ，2022年から健康・医療目的での使
用のみ合法化された筈のタイにおいて嗜好目的での使
用・流通が横行し観光客でも購入可能になっている例な
ど[22] ，様々な社会的問題に繋がっていることが報告さ
れている．このように，狭義の医療大麻の是非について
は，医学的な有用性のみで議論できる問題ではないとい
うことに留意すべきである．
以上を踏まえ，今後，我が国において，大麻草由来の

成分を用いた製品の適正な普及を進めていく上でクリア
すべき課題の一つとして，保健医療従事者における情勢
認識のアップデートの必要性が挙げられる．今般の政府
内の議論においては，「「大麻を使用してよい」という大
麻乱用に繋がるような誤った認識が広がらないよう留意
する」ことの必要性について強調されており[16]，保健
医療の現場や地域における専門家である保健医療従事者
も正確な情報を把握・発信していく必要があることは言
うまでもない．しかし，上述のように，大麻草・大麻草
由来成分に関しては2018年頃から大きく情勢の変化が生
じており，教育課程などにおいて適切なインプットの機
会を得られていない保健医療従事者が大半であると考え
られる．実際，脳神経内科医を対象に2018年に行われた
国内の調査では，大麻の医療利用について，24.7％が知
らなかったと回答している[23]．カンナビノイド医薬品
などの適応疾患と関わりの深い脳神経内科医でもこの割
合であることを鑑みると，一般の保健医療従事者におけ
る医療大麻についての認知度はこれよりも低くなること
が予想される．加えて，本稿で整理してきたような広義
の医療大麻と狭義の医療大麻との違いなど，正確な知識
を有しているかどうかという点では，より低い割合にな
る可能性が高い．一般の人々から専門家としての情報提
供を期待されている保健医療従事者が，断片的に得た海
外の情報などを元に大麻の有用性のみを強調する言説を
肯定・拡散してしまうことのないよう，認識をアップ
デートすることのできる機会や教育・啓発コンテンツな
どの充実が必要であると考えられる．
また，現状流通しているCBD製品について，保健医

療従事者が周囲に情報提供を行う際にも，正確な情報を
踏まえて行う必要がある．まず，現行の規制下において
は，一般に流通しているCBD製品の中に，Δ9-THCが微
量に混入している商品が含まれている可能性が否定でき
ない．具体的な製品を販売・推奨する場合には，少なく
ともそれらが国内外において問題視されている製品でな
いかなどを確認することが求められる．また，CBDは

Δ9-THCのような依存性や乱用のおそれがなく比較的安
全な成分として認識されているが，妊婦や授乳婦の使用
や，アルコールや他の医薬品との併用は控えるようFDA
やイギリス食品基準庁（Food Standards Agency：FSA）
から警告が出されている[24,25]．CBD製品の適正な普及
を進めていく上では，こうした点についても，保健医療
従事者や一般向けに啓発・周知を十分に行なっていく必
要があるだろう．

IV．おわりに

本稿では，大麻草由来の成分を用いた製品の適正な普
及に向けた課題について述べたが，これらは単に新しい
医薬品やサプリメントをどう普及させていくかという話
に限ったものではなく，大麻の乱用にも影響を与えうる
重要な論点であるということを改めて強調したい．保健
医療従事者がアップデートされた情勢認識の元，CBD
製品などの適正な普及を促す一方で，大麻の有害性・危
険性について周囲・社会に正しく発信する役割を担って
いけるようになることが求められる．

COIに関する情報開示
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